
●
は
じ
め
に
│
テ
ロ
対
策
に
お

　

け
る
安
全
保
障
と
人
権

　

9
・
11
テ
ロ
後
、
各
国
で
テ
ロ
対
策

法
制
が
強
化
さ
れ
、「
個
人
の
権
利
」

と
「
国
家
安
全
保
障
」
と
の
間
の
緊
張

関
係
と
い
う
問
題
を
、
改
め
て
我
々
に

対
し
て
提
起
し
た
。
イ
ン
ド
で
も
二
〇

〇
二
年
三
月
、
テ
ロ
防
止
法

（Prevention of Terrorism
 Act

：
Ｐ

Ｏ
Ｔ
Ａ
）
が
立
法
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年

の
廃
止
に
到
る
ま
で
、
議
会
や
法
廷
、

マ
ス
コ
ミ
に
お
い
て
大
き
な
論
争
と

な
っ
た
。

　

人
権
と
安
全
と
の
「
ト
レ
ー
ド
・
オ

フ
」
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
イ
グ
ナ

テ
ィ
エ
フ
は
、
安
全
を
人
権
と
位
置
づ

け
、
二
つ
の
権
利
が
抵
触
す
る
こ
と
を

許
容
す
る
「
ま
だ
ま
し
な
悪
（lesser 

evil

）」
論
を
展
開
す
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、「
少
数
の
自
由
を
停
止
す
る
こ
と

な
く
多
数
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
」

が
常
に
可
能
と
は
限
ら
な
い
（
参
考
文

献
①
：
二
一
）。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
リ

ス
ク
は
、
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
の
ト
レ
ー

ド
・
オ
フ
論
が
脅
威
の
大
き
さ
に
応
じ

た
人
権
基
準
か
ら
の
逸
脱
を
認
め
る

「
功
利
主
義
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

ま
た
、
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
の
よ
う
に
、

公
共
的
討
議
、
法
的
審
査
な
ど
の
民
主

的
プ
ロ
セ
ス
が
、
違
法
な
拘
束
や
超
法

規
的
殺
害
に
対
す
る
歯
止
め
に
な
る
と

考
え
る
の
は
楽
観
的
す
ぎ
る
と
主
張
す

る
（
参
考
文
献
②
：
一
二
│
一
三
）。

　

イ
ン
ド
の
法
曹
界
は
、
ト
レ
ー
ド
・

オ
フ
を
「
バ
ラ
ン
ス
」
と
表
現
す
る
。

例
え
ば
国
家
人
権
委
員
会
の
ヴ
ァ
ル
マ

委
員
長
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
へ
の
反
対
を
表

明
す
る
中
で
、「
個
人
の
尊
厳
」
と
「
国

家
安
全
保
障
」
の
バ
ラ
ン
ス
の
必
要
性

を
強
調
し
て
い
る
（
参
考
文
献
③
）。

ま
た
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
の
合
憲
性
が
争
わ
れ

た
最
高
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、「
憲
法
は
、

テ
ロ
と
の
闘
い
と
い
う
文
脈
に
お
い
て

も
国
家
の
行
動
に
明
確
な
制
約
を
課
し

て
い
る
。『
コ
ア
な
人
権
』
を
保
護
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
デ
リ
ケ
ー

ト
な
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
こ
と
は
司

法
の
責
任
で
あ
る
。」（
参
考
文
献
④
）

し
か
し
現
実
に
は
、
司
法
の
判
断
は
国

家
よ
り
に
傾
い
て
い
る
。
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
の

前
身
で
あ
る
テ
ロ
お
よ
び
騒
乱
行
為
防
止

法
（Terrorist and D

isruptive 
Activities [Prevention] Act

：
Ｔ
Ａ

Ｄ
Ａ
）
の
合
憲
性
が
最
高
裁
で
争
わ
れ

た
カ
ル
タ
ル
・
シ
ン
判
決
（Kartar 

Singh vs. state of Punjab

）
に
よ
れ

ば
、「
法
が
よ
り
大
き
な
社
会
的
利
益

を
確
保
す
る
な
ら
ば
、
何
人
か
の
個
人

の
自
由
を
侵
し
て
い
て
も
全
体
と
し
て

有
益
な
法
律
と
み
な
さ
れ
る
」（
参
考

文
献
⑤
：
九
）。
こ
う
し
た
司
法
の
保

守
的
性
格
に
見
切
り
を
つ
け
る
か
の
よ

う
に
、
法
に
お
け
る
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
よ

り
も
、
法
制
定
の
権
力
関
係
に
着
目
す

る
議
論
が
出
て
き
て
い
る
。
シ
ン
は
、

法
が
国
家
暴
力
を
支
え
る
と
い
う
立
場

に
立
ち
、「
国
家
安
全
保
障
」
と
い
う

利
益
が
、
テ
ロ
対
策
法
制
の
正
統
化

デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
し
て
作
用
す
る
様
相

を
分
析
す
る
（
参
考
文
献
⑥
：
一
五
）。

　

本
稿
で
は
、法
廷
と
議
会
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
論
が
展
開
さ
れ

て
き
た
の
か
を
検
討
す
る
。

●
最
高
裁
判
決
に
見
る
「
国
家
安

　

全
保
障
／
公
共
の
利
益
」と「
人

　

権
」
の
バ
ラ
ン
ス

　

二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
六
日
の
最
高

裁
判
決
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
の
合
憲
性
が
正

面
か
ら
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

（People's Union for Civil Liberties &
 

Anr. v. Union of India

）（
参
考
文
献

④
）。
判
決
の
中
で
、
バ
ラ
ン
ス
論
が

示
さ
れ
た
論
点
が
三
つ
あ
る
。第
一
は
、

連
邦
議
会
の
立
法
資
格
に
つ
い
て
で
あ

る
。
争
点
は
、
テ
ロ
へ
の
対
応
が
憲
法

第
七
付
則
の
連
邦
管
轄
事
項
に
あ
た
る

「
防
衛
」
な
の
か
、
州
管
轄
事
項
に
当

た
る「
公
共
の
秩
序（
治
安
）」な
の
か
、

と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
判
決
は
テ
ロ
の

重
大
性
を
強
調
し
た
う
え
で
、
州
の
管

轄
す
る
「
法
と
秩
序
」
を
は
る
か
に
超

え
た
問
題
で
あ
る
と
し
て
連
邦
議
会
の

立
法
権
限
を
認
め
た
。
判
決
に
よ
れ
ば

テ
ロ
行
為
は
「
主
権
と
統
合
に
対
す
る

挑
戦
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
テ
ロ
行
為

と
の
闘
い
は
「
通
常
の
刑
事
的
問
題
」

で
は
な
く
、「
国
家
と
市
民
の
防
衛
」

で
あ
る
。

　

第
二
に
、
テ
ロ
組
織
の
指
定
が
憲
法

の
保
障
す
る
言
論
の
自
由
、
結
社
の
自

由
に
反
す
る
か
否
か
で
あ
る
。判
決
は
、

テ
ロ
の
特
異
性
に
触
れ
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
一

八
条
が
連
邦
政
府
に
テ
ロ
組
織
指
定
の

裁
量
権
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
憲
法

の
認
め
る
「
主
権
と
統
合
」
の
た
め
に

結
社
の
自
由
を
「
合
理
的
に
制
限
」
す

る
場
合
（
憲
法
一
九
条
四
項
）
に
該
当

インド民主主義体制の
ゆくえ̶挑戦と変容

特 集

イ
ン
ド
の
テ
ロ
防
止
法（
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
）

に
お
け
る
個
人
の
権
利
と

国
家
安
全
保
障
の
バ
ラ
ン
ス伊

豆
山
真
理
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す
る
と
し
た
。

　

第
三
は
、
非
公
開
審
議
及
び
証
人
の

保
護
が
、
憲
法
の
保
障
す
る
自
然
的
正

義
と
公
正
な
司
法
手
続
き
に
反
す
る
か

否
か
で
あ
る
。
原
告
は
、
反
対
尋
問
は

憲
法
二
一
条
の
保
障
す
る
自
然
的
正
義

と
公
正
な
司
法
手
続
き
の
一
部
で
あ

り
、
被
告
が
反
対
側
証
人
の
出
自
を
知

る
権
利
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
主
張
し

た
。
判
決
は
反
対
尋
問
が
公
正
な
司
法

手
続
に
必
要
か
否
か
の
判
断
を
避
け
た

う
え
で
、
多
く
の
証
人
が
身
の
危
険
の

た
め
に
出
廷
し
た
が
ら
な
い
と
い
う
現

実
を
指
摘
し
、
そ
の
結
果
起
訴
と
処
罰

の
機
会
を
逃
せ
ば
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
よ
り
大
き
な
利
益
」
に
影
響
を
及
ぼ

す
だ
ろ
う
と
論
じ
た
。
判
決
は
、「
証

人
の
権
利
と
利
益
」「
被
疑
者
の
権
利
」

「
よ
り
大
き
な
公
共
利
益
」
の
三
者
間

の
「
正
し
い
バ
ラ
ン
ス
」
の
維
持
が
Ｐ

Ｏ
Ｔ
Ａ
三
〇
条
（
証
人
の
保
護
規
定
）

の
目
的
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い

る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
第
三
の
論
点
に
お

い
て「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
」と「
公

共
の
利
益
」
と
が
同
義
的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
の
論

点
と
第
二
の
論
点
で
は
、「
個
人
の
人

権
」
と
対
置
さ
れ
る
の
は
「
国
家
の
主

権
と
統
合
」
で
あ
り
、そ
の
場
合
は
「
テ

ロ
行
為
の
重
大
性
」を
述
べ
る
だ
け
で
、

絶
対
的
に
天
秤
は
「
国
家
」
の
側
に
傾

い
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
個
人

の
人
権
」
と
「
公
共
利
益
」
が
対
置
さ

れ
る
場
合
に
は
、「
バ
ラ
ン
ス
」
が
詳

細
に
論
じ
ら
れ
、
ま
た
「
公
共
」
な
い

し
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
が
「
よ
り
大
き

い
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
に

お
け
る
バ
ラ
ン
ス
の
議
論
は
「
主
権
と

統
合
」
と
「
公
共
の
利
益
」
の
二
段
構

え
に
な
っ
て
お
り
、前
者
は
絶
対
的
に
、

後
者
は
功
利
主
義
的
に
解
釈
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

●
連
邦
議
会
の
法
案
審
議
に
見
る

バ
ラ
ン
ス
論

　

イ
ン
ド
人
民
党
（Bharatiya Janata 

Party 

：
Ｂ
Ｊ
Ｐ
）
は
、
一
九
九
八
年

の
政
権
就
任
直
後
か
ら
テ
ロ
防
止
法
案

の
成
立
に
意
欲
を
示
し
て
い
た
が
、

9
・
11
テ
ロ
を
契
機
と
し
て
、
二
〇
〇

一
年
一
〇
月
テ
ロ
防
止
令（
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
）

を
発
令
し
た
。
野
党
で
あ
る
会
議
派
、

左
翼
政
党
、
社
会
主
義
党
（Sm

ajw
adi 

Party

）や
、議
会
外
の
ム
ス
リ
ム
組
織
、

報
道
機
関
が
反
対
論
を
展
開
す
る
中

で
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
法
案
は
、
二
〇
〇
二
年

三
月
一
八
日
に
下
院
を
二
六
一
対
一
三

七
で
通
過
し
た
が
、
二
一
日
の
上
院
で

は
八
時
間
の
審
議
の
末
九
八
対
一
一
三

で
否
決
さ
れ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
三

月
二
六
日
に
、
イ
ン
ド
の
国
会
史
上
三

回
目
と
な
る
両
院
合
同
特
別
会
議
を
開

催
し
、
一
〇
時
間
の
討
論
の
末
に
四
二

五
対
二
九
六
で
法
案
を
成
立
さ
せ
た
。

　

連
邦
議
会
の
議
事
録
を
見
る
限
り
、

野
党
に
よ
る
反
対
論
は
四
つ
の
類
型
に

ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ

が
憲
法
の
保
証
す
る
自
由
権
に
抵
触
す

る
こ
と
へ
の
反
対
で
あ
る
。
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ

が
刑
法
体
系
の
例
外
を
作
る
こ
と
へ
の

批
判
は
、
こ
の
類
型
に
含
ま
れ
よ
う
。

第
二
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
の
効
果
に
対
す
る

疑
義
、
第
三
は
、
政
府
の
立
法
動
機
に

対
す
る
疑
念
、
第
四
は
、
法
執
行
機
関

に
よ
る
濫
用
に
対
す
る
懸
念
で
あ
る
。

　

第
一
の
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
に
よ
る
自
由
権
侵

害
を
主
張
す
る
議
員
が
批
判
の
対
象
と

し
た
条
文
は
、
テ
ロ
行
為
の
定
義
、
テ

ロ
組
織
指
定
の
手
続
き
と
い
っ
た
テ
ロ

防
止
法
制
の
根
幹
に
関
す
る
規
定
か

ら
、
自
白
の
扱
い
、
保
釈
規
定
と
い
っ

た
手
続
き
面
ま
で
広
範
に
わ
た
っ
て
い

る
。
上
院
討
論
で
会
議
派
の
議
論
を

リ
ー
ド
し
た
シ
ー
バ
ル
（Kapil Sibal

）

は
、
テ
ロ
組
織
指
定
に
関
す
る
客
観
的

基
準
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視

す
る
。
と
く
に
、
旧
テ
ロ
法
で
あ
る
Ｔ

Ａ
Ｄ
Ａ
で
は
テ
ロ
行
為
に
含
ま
れ
て
い

た
「
政
治
的
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

思
想
の
拡
大
」
が
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
の
定
義

か
ら
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
過
激
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
主
義
に
連
な

る
末
端
の
与
党
支
持
者
た
ち
を
擁
護
す

る
た
め
で
あ
ろ
う
と
の
疑
念
を
述
べ
て

い
る
。（
参
考
文
献
⑦
：
四
六
九
）。

　

第
二
の
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
の
効
果
へ
の
疑
問

の
根
拠
と
し
て
、
反
対
論
者
が
指
摘
す

る
の
は
、
過
去
の
テ
ロ
対
策
法
で
逮
捕

さ
れ
た
容
疑
者
の
有
罪
確
定
率
が
低
い

こ
と
で
あ
る
。
テ
ロ
対
策
法
が
単
に
予

防
拘
禁
の
目
的
で
あ
れ
ば
、
国
家
安
全

保

障

法
（N

ational Security Act 
1980

）
を
適
用
す
れ
ば
十
分
で
あ
る

と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
（
参
考

文
献
⑦
：
四
七
三
）。

　

第
三
の
政
府
の
立
法
動
機
に
つ
い
て

は
、
与
党
の
勢
力
拡
大
の
た
め
と
の
見

方
が
野
党
側
か
ら
出
さ
れ
た
。
シ
ー
バ

ル
上
院
議
員
は
イ
ス
ラ
ー
ム
学
生
運
動

（
Ｓ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
）
が
テ
ロ
防
止
令
発
令
と

同
時
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ

て
、「
三
月
の
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー

シ
ュ
州
選
挙
を
に
ら
ん
で
の
こ
と
」
で

あ
る
と
政
府
を
糾
弾
し
て
い
る
。
複
数

の
左
翼
政
党
の
議
員
か
ら
も
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
系
の
バ
ジ
ュ
ラ
ン
ダ
ル
や
Ｖ
Ｈ

Ｐ
が
指
定
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
な
い
こ
と

へ
の
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

　

第
四
の
法
執
行
機
関
に
よ
る
濫
用
の

懸
念
は
、
特
に
警
察
お
よ
び
そ
れ
を
管

轄
す
る
州
政
府
に
向
け
ら
れ
る
。
シ
ー

バ
ル
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
三
二
条
の
自
白
に

関
す
る
規
定
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
批
判

し
、
警
察
官
に
対
す
る
自
白
が
法
廷
で

証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
認
め

れ
ば
、
拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要
に
つ

な
が
る
と
い
う
。

　

以
上
四
つ
の
反
対
論
の
う
ち
、
第
一

の
も
の
が
法
的
内
部
バ
ラ
ン
ス
を
問
題

と
す
る
の
に
対
し
て
、
第
二
の
も
の
は

外
部
的
バ
ラ
ン
ス
を
論
じ
る
。後
者
は
、

Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
が
テ
ロ
対
策
と
し
て
有
効
で

な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト

レ
ー
ド
・
オ
フ
さ
れ
る
人
権
の
利
益
に

目
を
む
け
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
、
第

31
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四
の
反
対
論
は
、
政
府
や
法
執
行
機
関

の
現
実
の
運
用
に
焦
点
を
当
て
る
も
の

で
あ
る
。
で
は
以
上
の
反
対
論
に
対
す

る
政
府
与
党
の
反
論
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。

　

第
一
の
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
と
自
由
権
尊
重
に

つ
い
て
、
ジ
ャ
イ
ト
リ
ー
法
相
（Arun 

Jaitely

）
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
は
テ
ロ
の
定

義
を
精
密
に
す
る
な
ど
Ｔ
Ａ
Ｄ
Ａ
よ
り

も
改
善
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
テ
ロ
行

為
の
定
義
か
ら
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の

反
目
」
を
除
外
し
た
こ
と
の
理
由
と
し

て
、
最
高
裁
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の

反
目
」
の
欠
如
を
理
由
に
、ラ
ジ
ー
ブ
・

ガ
ン
デ
ィ
ー
元
首
相
の
暗
殺
に
、
Ｔ
Ａ

Ｄ
Ａ
の
適
用
を
否
定
し
た
こ
と
に
言
及

し
て
い
る
（
参
考
文
献
⑦
）。
会
議
派

の
心
情
に
訴
え
て
批
判
を
封
じ
る
戦
術

で
あ
ろ
う
。

　

第
二
の
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
の
効
果
に
つ
い

て
、
ジ
ャ
イ
ト
リ
ー
法
相
は
、
有
罪
確

定
率
の
低
さ
は
認
め
つ
つ
も
、
マ
ハ
ー

ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
の
組
織
犯
罪
規
制
法

（M
a
h
a
ra

sh
tra

 C
o
n
tro

l o
f 

O
rganised Crim

es Act

：M
ACO

CA

）

が
七
五
％
の
有
罪
確
定
率
を
達
成
し
て

い
る
こ
と
を
あ
げ
、
同
法
を
模
し
た
Ｐ

Ｏ
Ｔ
Ａ
が
、
テ
ロ
取
締
り
の
効
果
向
上

に
寄
与
す
る
と
主
張
す
る
。
ジ
ャ
イ
ト

リ
ー
法
相
に
よ
れ
ば
、
国
家
安
全
保
障

法
に
よ
る
一
年
の
拘
禁
で
は
テ
ロ
の
再

犯
防
止
に
不
十
分
で
あ
る
。

　

第
三
の
立
法
動
機
、
す
な
わ
ち
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
主
義
勢
力
の
拡
大
を
企
図
し
、

ム
ス
リ
ム
そ
の
他
少
数
派
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
へ
の
強
制
手
段
を
と
る
た
め
で
は

な
い
か
、
と
い
う
論
調
に
対
し
て
、
ア

ド
ヴ
ァ
ー
ニ
内
務
相
は
「
動
機
を
詮
索

し
な
い
で
欲
し
い
」
と
訴
え
て
い
る
。

グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
へ
の
言
及
を
巧
み
に

避
け（
参
考
文
献
⑦
：
五
五
二
）、コ
ミ
ュ

ナ
ル
暴
動
と
テ
ロ
対
策
法
と
の
間
の
微

妙
な
問
題
に
立
ち
入
る
の
を
避
け
て
い

る
。

　

第
四
の
法
執
行
機
関
に
よ
る
濫
用
の

問
題
に
つ
い
て
、
政
府
側
で
反
対
論
に

理
解
を
示
し
た
の
は
ジ
ェ
ト
マ
ラ
ー
ニ

元
法
相
で
あ
る
。ジ
ェ
ト
マ
ラ
ー
ニ
は
、

「
イ
ン
ド
の
検
察
官
の
中
に
は
恥
ず
べ

き
者
も
い
る
」こ
と
を
認
め
、「
自
由
権
、

と
く
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
に
配
慮

す
る
よ
う
に
教
育
す
る
べ
き
」
で
あ
る

と
述
べ
る
（
参
考
文
献
⑧
）。
し
か
し

ア
ド
ヴ
ァ
ー
ニ
内
相
は
、「
警
察
を
そ

こ
ま
で
不
信
に
思
わ
な
い
よ
う
」
に
要

請
し
、「
民
主
主
義
で
は
、
人
権
の
自

然
的
側
面
に
考
慮
し
て
立
法
を
行
わ
な

く
て
は
い
け
な
い
。
し
か
し
テ
ロ
は
深

刻
な
問
題
で
あ
り
、
警
察
や
治
安
部
隊

に
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
、
人
権
の
侵

害
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
」
と
述
べ

る
（
参
考
文
献
⑦
）。

　

以
上
の
議
会
討
論
の
中
か
ら
、
Ｂ
Ｊ

Ｐ
政
権
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
国
家
安
全

保
障
／
公
共
の
利
益
」
と
「
人
権
」
の

バ
ラ
ン
ス
を
抽
出
し
て
み
よ
う
。ま
ず
、

「
越
境
テ
ロ
」
の
被
害
を
強
調
し
て
テ

ロ
対
策
法
の
必
要
性
を
説
く
ジ
ャ
イ
ト

リ
ー
法
相
や
、
テ
ロ
は
「
代
理
戦
争
」

と
位
置
づ
け
る
ナ
イ
ド
ゥ
党
首

（Venkaiah N
aidu

）ら
は
、テ
ロ
を「
戦

争
」
と
捉
え
る
典
型
的
な
「
国
家
安
全

保
障
」至
上
論
者
で
あ
る
。ア
ド
ヴ
ァ
ー

ニ
内
相
は
、
も
う
少
し
安
全
保
障
と
人

権
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
に
配
慮
し
て
お

り
、
安
全
保
障
も
「
人
権
」
と
捉
え
て

い
る
こ
と
が
上
記
の
答
弁
か
ら
う
か
が

え
る
。
Ｂ
Ｊ
Ｐ
議
員
に
特
徴
的
に
見
ら

れ
る
の
は
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
の
人
権
」

と
「
テ
ロ
被
害
者
の
人
権
」
と
を
対
置

さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ド

ヴ
ァ
ー
ニ
内
相
は
、「
容
疑
者
の
自
由

も
大
切
だ
が
被
害
者
や
遺
族
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
集
団
的
利
益
や
国
家
の
安
全

保
障
も
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
（
参
考

文
献
⑨
）、
ナ
イ
ド
ゥ
党
首
は
、「
テ
ロ

リ
ス
ト
は
人
間
と
は
考
え
な
い
」
の
で

人
権
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
断
じ
て

い
る
。

　

議
会
に
お
け
る
討
論
は
、
法
律
論
を

越
え
て
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
の
運
用
面
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
を
と
り

ま
く
政
治
状
況
、
す
な
わ
ち
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
・
ム
ス
リ
ム
両
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

間
の
摩
擦
（
コ
ミ
ュ
ナ
ル
問
題
）、
お

よ
び
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ナ
ル
対
立
解
決

の
た
め
に
法
執
行
機
関
に
依
存
せ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
を
映
し
出
し
て
い
る
。

●
お
わ
り
に

　

Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
を
め
ぐ
る
論
争
の
特
徴

を
、
安
全
保
障
と
人
権
の
ト
レ
ー
ド
・

オ
フ
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
い
ま
一
度

整
理
し
て
み
よ
う
。

　

イ
ン
ド
に
お
け
る
論
争
の
第
一
の
特

徴
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
支
持
論
も
反
対
論
も

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
」
を
持
ち
出

し
て
い
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
ア
ド

ヴ
ァ
ー
ニ
内
相
に
よ
る
「
容
疑
者
の
自

由
も
大
事
だ
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
集

団
利
益
や
国
家
の
安
全
も
重
要
」
と
い

う
発
言
は
、「
個
人
の
自
由
権
」
に
対

し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
集
団
利
益
」

を
よ
り
大
き
く
ウ
ェ
イ
ト
付
け
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
一
方
議
会
討
論
に
お
い

て
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
反
対
論
者
た
ち
は
、
グ

ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
に
お
け
る
ゴ
ー
ド
ラ
事

件
（
二
〇
〇
二
年
二
月
二
七
日
、
ゴ
ー

ド
ラ
駅
で
の
列
車
の
火
災
が
引
き
金
と

な
り
、コ
ミ
ュ
ナ
ル
暴
動
に
発
展
し
た
。

州
政
府
は
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
を
適
用
し
、
二
〇

〇
四
年
一
二
月
の
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
廃
止
時
、

二
〇
〇
人
を
超
え
る
容
疑
者
が
拘
留
さ

れ
て
い
た
。
州
政
府
任
命
の
委
員
会
と

中
央
政
府
任
命
の
委
員
会
の
見
解
の
相

違
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
関
す
る
Ｐ
Ｏ
Ｔ

Ａ
特
別
法
廷
、
高
等
裁
判
所
、
最
高
裁

判
所
三
者
の
判
断
の
相
違
が
入
り
組

み
、
複
数
の
裁
判
が
現
在
も
継
続
し
て

い
る
。）
の
例
を
頻
繁
に
言
及
し
つ
つ
、

Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
が
「
ム
ス
リ
ム
に
対
し
て
選

択
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
批

判
を
展
開
し
て
い
る
。
反
対
論
者
た
ち

は
、
市
民
権
／
個
人
の
権
利
と
い
う
観

点
か
ら
で
は
な
く
、「
ム
ス
リ
ム
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
へ
の
権
利
侵
害
と
い
う
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論
理
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
論
争
は
、

個
人
を
自
由
権
の
主
体
と
す
る
よ
り

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
主
体
と
し
て
展

開
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
二

つ
の
要
因
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
一
つ
は
、
議
会
討
論
を
見
る

限
り
少
な
く
と
も
政
治
家
の
間
で
は
、

「
個
人
の
権
利
は
彼
／
彼
女
の
帰
属
す

る
集
団
の
権
利
（group right

）
が
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
存
立
し
な
い
」
と
い

う
考
え
が
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
第
二
節
で
見

た
よ
う
に
司
法
が
「
公
共
の
利
益
」
を

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
」
と
同
義
に

解
釈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
公
共

の
利
益
」
と
「
個
人
の
自
由
権
」
の
間

の
法
的
バ
ラ
ン
ス
の
議
論
が
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ

Ａ
支
持
論
者
に
よ
っ
て
「
公
共
利
益
＝

多
数
の
利
益
」
と
「
少
数
の
権
利
」
の

バ
ラ
ン
ス
と
し
て
功
利
的
に
解
釈
さ
れ

運
用
さ
れ
る
結
果
、「
少
数
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」
の
権
利
は
限
り
な
く
国
家
安
全

保
障
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

く
。

　

第
二
の
特
徴
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
に
よ
る

自
由
権
侵
害
が
、
法
に
内
在
す
る
欠
陥

で
は
な
く
、
法
執
行
機
関
の
濫
用
に
起

因
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。濫
用
に
関
心
が
集
中
す
る
あ
ま
り
、

濫
用
さ
れ
な
け
れ
ば
ど
こ
ま
で
の
「
権

限
の
強
化
」
が
法
執
行
機
関
に
対
し
て

許
容
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
の
議
論

が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

法
執
行
機
関
の
権
限
強
化
に
対
し
て

ヒ
ン
ト
を
与
え
る
見
解
と
し
て
、
ガ
ー

テ
は
、
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
に
お
け
る
勾
留

者
の
死
亡
、
失
踪
、
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー

と
い
っ
た
現
実
を
観
察
し
た
う
え
で
、

Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
の
認
め
る
予
防
拘
禁
が
、
法

執
行
機
関
に
よ
る
超
法
規
的
措
置
に
対

す
る
安
全
弁
と
な
る
と
結
論
し
て
い
る

（
参
考
文
献
⑩
）。
こ
の
議
論
は
、
イ
グ

ナ
テ
ィ
エ
フ
の
「
ま
だ
ま
し
な
悪
論
」

が
人
権
側
だ
け
で
も
成
立
し
得
る
こ
と

を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。す
な
わ
ち
、

Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
に
よ
る
予
防
拘
禁
が
、
Ｐ
Ｏ

Ｔ
Ａ
不
在
の
場
合
よ
り
も
プ
ラ
ス
の

「
人
権
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
以
上
、

Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ａ
が
ど
れ
ほ
ど
の
「
安
全
」
を

も
た
ら
し
て
い
る
か
を
測
定
す
る
ま
で

も
な
い
、
と
い
う
論
理
が
成
り
立
つ
。

こ
う
し
た
「
消
極
的
『
ま
だ
ま
し
な
悪
』

論
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
議
論
が
成
立
す

る
背
景
に
は
、
法
執
行
機
関
に
対
す
る

信
頼
の
低
さ
が
存
在
す
る
と
言
え
る
。

　

テ
ロ
対
策
に
お
け
る
安
全
保
障
と
人

権
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
を
分
析
す
る
上

で
、
イ
ン
ド
の
ケ
ー
ス
は
、
国
家
と
個

人
と
い
う
主
体
だ
け
で
な
く
、「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
」
の
権
利
を
分
析
に
取
り
込
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
法
執
行
機

関
の
信
頼
性
が
す
で
に
十
分
低
い
場
合

に
は
法
律
内
部
で
の
バ
ラ
ン
ス
を
分
析

す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
政
治
過

程
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
を
組
み
込
む
必

要
が
あ
る
こ
と
、
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し

て
い
る
。

（
い
ず
や
ま　

ま
り
／
防
衛
研
究
所
地
域

研
究
部
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究
室
長
）
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